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会員薬局へのマスクの配布について【6回目】 

 

いつも当会業務にご協力いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、国より大阪府に対しマスク及びフェイスシールドが

配分され、その一部が大阪府薬剤師会に分配されました。 

◆マスク：1 薬局に対して１箱（50 枚入り） 

◆フェイスシールド：1薬局に対して 10 枚 

よって薬剤師会の上記割り当て分を各薬局に均等配布させて頂きます。 

つきましては、薬剤師会事務局にて配布させて頂きますので、事務所まで

取りに来て頂きます様お願い致します。 

 

 

記 

 

１.配布枚数：１薬局 マスク 50 枚 1 箱 フェイスシールド 10 枚  

２.受渡方法：高槻市薬剤師会事務局までお越しください。 

      〒 569-0802 

      高槻市北園町 11-14 高槻北園町ビル 3F 

      電話 ０７２-６８３－８９３４ 

３.受渡期間：２０２０年６月１２日～２０２０年６月２６日（10：00～16：00） 

 

尚、ご不明な点がございましたら、薬剤師会事務局までお問い合わせください。 


